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自己紹介

⚫ 1995年 環境省入省（当時環境庁）

⚫ 2002年 結婚を契機に、長野県富士見町と東京との二地域居住を始め
る

⚫ 2003年 経済産業省新エネルギー対策課課長補佐

⚫ 2011年 長野県初代温暖化対策課長
環境エネルギー戦略策定、地球温暖化対策条例改正

⚫ 2015年 長野県副知事

環境、農政・林務、健康福祉、子育て・教育
文化、国際等の業務を担当

⚫ 2019年 環境省環境計画課計画官

⚫ 2020年 環境省脱炭素化イノベーション研究調査室長

⚫ 2021年 富士見町への完全移住、信州大学経法学部特任教授



長野県富士見町での田園サスティナブルライフ

食の自給から、住まい・エネルギーの自給へ
心身豊かなライフスタイル+コストのかからない生活+地域の環境保全



地域循環共生圏＝ローカルSDGｓ

◼ 新型コロナウイルスの感染拡大から見えてきたこと
→いきすぎたグローバリゼーションのリスク、都市集中型の都市構造の課題
＝地域における自立分散型の社会づくりの重要

◼ 脱炭素・循環共生型で自立分散型の社会づくり＝「地域循環共生圏」の創造。



■地域エネルギーによる地域経済循環

• 2030年温室効果ガス26％削減に必要な再エネ・省エネ投資による全国の経済効果は約3.4兆円 （環
境省試算）。

• 地域エネルギーの活用により、エネルギー代金の 支払先を海外から国内、都市から地方へシフト。

全国の9割を越える自治体において
エネルギー収支が赤字 地方部ほど再エネ

ポテンシャルが豊富
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いずれも2010年比（出典）長野県資料



（出典）長野県資料



ゼロカーボンの実現のために期待さ
れている地方で何が起きているか。



ゼロカーボンを目指すべき地方
で今起こっていること

地域外の会社

売電収益

お金が地域
外へ流出

地代・固定資産税

森林伐採型メガソーラー
・豊かな自然環境
の破壊
・土砂災害の恐れ
・湧水への影響



これまでの動き

 国の固定価格買取制度

⇒地域の再生可能エネルギー開発がもたらす地域
への影響を十分に考慮しない認定制度

⇒国の制度を補完する地方の条例が制定されたが、
後追い。

 地域の事業者が育つ前に、都会の大企業や外国
資本が地域の土地を買い占め（賃貸）



長野県富士見町の現状

2011年以降

 町主導のメガソーラー事業

 県営産業団地を活用したメガソーラー事業（町外企業の参
入）

その後、様々な場所で、森林伐採、農地利用型の太陽光発電が広
がる

⇒ほとんどが地域外の企業による太陽光発電

町内各地で景観、土砂災害への懸念、環境保全等の観点から

野立ての太陽光に対する懸念の声が上がる。



 農村の少子高齢化

 農林業の後継者がいない

 里山、農地が地域にとっても厄介ものに

⇒

 地域の貴重な里山、湧水の水源地、農地などが太陽光発電等再生可
能エネルギーによる開発へ

 里山の管理が行き届かないことによる土砂災害の懸念

 気候変動により暴風雨の強大化⇒倒木により停電へ

 都会の市町村保有の保養施設や保有林⇒売却の動きへ

中山間地域の里山の現状



 町内の文化・歴史的資源があり、土砂災害の懸念のある場所へのメガ
ソーラー事業の検討 ⇒多くの町民の反対署名
⇒専門委員会の立ち上げ

 「地域の理解が得られない太陽光発電を望まない」茅野市・富士見
町・原村の共同宣言（2021.12.17）

 富士見町太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する条例の改正
(2021.2)

１０kW以上の野立ての太陽光発電設備の設置に対する町への事前協議
＆許可制度

（今回の主な改正）

 町内全域を「抑制区域」として設定

 事前協議前の周辺住民への説明義務 ⇒ 2/3の住民の同意も加える

 FIT認定前の事前協議の義務付け

富士見町の最近の取り組み


